
管契第５－３４号 

平成３０年８月７日 

入 札 公 告 

次のとおり、入札「事前審査」（新事後審査型一般競争入札に係る特定工事における確認書類に関する特例）を行う。 

長野県千曲市長 岡田 昭雄 

１ 工事の概要等 

（1）工事名 千曲市デジタル防災行政無線整備工事 

（2）工事場所 千曲市内 一円 

（3）工事概要 

デジタル防災行政無線整備工事 一式 

 親局 1 局、遠隔整備局 1 局、再送信子局・再送信局 2 局、 

 屋外拡声子局 52 局、戸別受信局 332 局、撤去局 4 局 

（4）履行期間 千曲市議会議決の日から平成 32 年 3 月 20 日まで 

（5）入札参加資格 

   の確認 

本件は千曲市新事後審査型一般競争入札実施要領第 13 条により、特定工事として入札参

加資格を事前審査とする。 

詳しくは「３ 入札手続き等」をご覧ください。 

（6）入札方法 

入札回数は２回までとし、２回の入札で最低制限価格以上予定価格以下の入札が無い場合

は、２回目の最低価格者と見積を２回まで行う。 

入札書・委任状等の様式は千曲市のホームページよりダウンロードしてご利用ください。 

（7）予定価格 事後公表 

（8）最低制限価格 

の設定 

設定有り（事後公表） 

最低制限価格の算定方法については、「６．最低制限価格の算定方法について」を参照する

こと。 

２ 入札参加者資格要件等 

（1）単体または 

企業体の別 
単体とする。 

（2）確認基準日 入札参加表明書・入札参加資格確認申請書の提出期限日とする。 

（3）入札参加資格の

登録 
平成 29・30 年度の千曲市建設工事入札参加資格者名簿に登載されていること。 

（4）工種及び 

等級格付け 

電気通信工事の格付けがＡ級の者であること。 

入札参加資格登録後に千曲市から送られている、お知らせのハガキをご確認ください。 

（5）地域要件 設けない。 

（6）営業所の有無 入札公告日において、長野県内に社員が常駐する本店・支店・営業所等の拠点を有している

こと（その営業所等に入札参加資格が付与されていることは求めない）。 

（7）特定建設業許可 必要 

（8）施工実績 地方公共団体（一部事務組合を含む）が発注した、次に示す元請施工実績があること（ただ

し、平成 19 年 4 月 1 日以降に契約を締結したものに限る）。 

・市町村デジタル防災行政無線工事（同報系デジタル 60MHz 帯、親局の据付と調整） 

 

※共同企業体の構成員としての実績の場合、出資比率 30％以上の場合の者に限る。 

（9）現場代理人 社員を専任で配置すること。（配置技術者との兼任可） 

（10）配置技術者 社員であり、以下の要件を満たす者を専任で配置すること。 

・入札参加申請書等の提出期限日以前 3 か月以上前から雇用関係がある者 

・建設業法第 26 条に規定する電気通信の監理技術者であること。 

・平成 19 年 4 月 1 日以降に国または地方公共団体が発注した電気通信工事において、主任

技術者又は監理技術者として配置された経験を有すること。 

・電波法施行令第 2 条第 3 項第 2 号に規定する第二級陸上特殊無線技士以上の資格を有す 

ること。 



 

（11）その他 １．総務大臣より無線設備の登録点検事業者の認定を受けていること。 

２．地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しないものであること。 

３．建設業法第 28 条その他関係法令等による営業停止の処分を受けていないこと。 

４．千曲市建設工事等入札参加資格者に係る入札参加資格停止要綱（平成 15 年千曲市告示

7 号）に基づく入札参加停止の措置を受けている者（入札公告日から落札決定日までの

間に同要綱別表に規定する措置基準に該当することとなったものを含む）でないこと。 

５．会社更生法または民事再生法に基づく更生手続又は再生手続開始の申し立てがなされて

いる場合には、申請日において更生手続又は再生手続開始の決定がなされていること。 

６．有効な経営事項審査を有している者であること。 

７．資本関係・人的関係にある会社等が本入札に参加しないこと。 

３ 入札手続き等 

（1）事務局 〒３８７－８５１１ 長野県千曲市大字杭瀬下８４番地 

千曲市役所 更埴庁舎 企画政策部 管財契約課 契約係 

電 話：０２６－２７３－１１１１ 内線５３３１・５３５２ 

ＦＡＸ：０２６－２７３－８７８７ 

メールアドレス：kankei@city.chikuma.lg.jp 

（2）日 程 内   容 日   時 

ア 公告 平成３０年８月７日（火） 

イ 

入札参加表明書・入札参加資格確認申請書

の提出に係る質疑の受付期間 

公告日から 

平成３０年８月１３日（月）まで 

上記に係る質疑への回答 平成３０年８月１５日（水）まで順次 

ウ 
入札参加表明書・入札参加資格確認申請書

の受付期間 

公告日から 

平成３０年８月２０日（月）まで 

エ 入札参加資格の確認結果通知の送付 平成３０年８月２３日（木）（予定） 

オ 
設計書等に係る質疑の受付期間 

平成３０年８月２４日（金）から 

平成３０年８月２９日（水）まで 

上記に係る質疑への回答 平成３０年９月 ５日（水）まで順次 

キ 入札・開札及び落札候補者の決定 平成３０年９月１１日（火） 

ク 仮契約締結 平成３０年９月１８日（火）までに行う。 

ケ 本契約締結 千曲市議会による議決日 

（3）事前提出書類 

   について 

各種書類の提出は、全て事務局へ提出すること。郵送も可とするが、各提出期限日の必着

とする。 

入札参加表明書・入札参加資格確認申請書の様式は、千曲市ホームページの入札公告と同

じ場所に掲示する。なお、それ以外の添付書類については以下のとおりとする。 

①施工実績調書（入札公告と同じ場所に掲示） 

 「コリンズ・テクリス実績情報システム」（一財・日本建設情報総合センター）から 

 ダウンロードできる実績情報の写しを添付。 

②配置技術者調書（入札公告と同じ場所に掲示） 

 雇用関係が確認できるものの写しを添付。 

③配置技術者としての資格を有することが確認できる書類の写し 

④現場代理人調書（入札公告と同じ場所に掲示） 

 雇用関係が確認できるものの写しを添付。 

⑤長野県内の営業所等の外観、内観の写真。 

⑥建設業許可の写し 

⑦最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定通知書の写し 

⑧無線設備の登録点検事業者の認定書の写し 



 

（4）質疑の受付 ア 入札参加表明書・入札参加資格確認申請書の提出に係る質疑受付期間 

公告日から平成 30 年 8 月 13 日（月）午後 5 時まで 

イ 設計書等に係る質疑の受付期間 

平成 30 年 8 月 24 日（金）午前 8 時 30 分から平成 30 年 8 月 29 日（水）午後 5 時まで 

ウ 提出先 

事務局 

エ 提出方法 

事務局に電子メールで送信すること。 

送信後は必ず電話により到達の確認を行うこと。 

（5）質疑の回答 ア 入札参加表明書・入札参加資格確認申請書の提出に係る質疑への回答 

平成 30 年 8 月 15 日（水）まで順次 

イ 設計書等に係る質疑への回答 

平成 30 年 9 月 5 日（水）まで順次 

ウ 回答方法 

千曲市のホームページに掲載する。 

４ 落札候補者決定・積算疑義申立・公表用積算内訳書について 

（1）決定方法  予定価格以下で、最低の価格で入札した者（最低制限価格未満での入札者を除く）を、落

札候補者とする。 

（2）落札者決定の通 

知及び公表 

落札候補者の決定後積算疑義申立期間を経過し、疑義のなかった場合に落札候補者を落札

者と決定し、参加者にＦＡＸで通達する。また、入札結果については、本市のホームページ

において公表する。 

（3）積算疑義申立 

期間と手続き 

積算疑義申立期間は入札日当日の午後 1 時から翌日の午後 5 時までとする。 

申立は千曲市ホームページに掲げる専用の様式を使用し、持参提出すること。提出先は千

曲市役所更埴庁舎 管財契約課窓口とする。 

その他申立手続については、「千曲市建設工事等の積算疑義手続に関する取扱要領」を順守

すること。 

（4）公表用積算内訳

書の公表 

落札候補者が決定した場合には、入札実施日の午後 1 時から管財契約課窓口で公表用積算

内訳書を公表する。 

５ 契約、支払い等の手続き 

（1）契約の締結 落札者は、決定日から 5 日以内に仮契約を締結しなければならない。なお、仮契約は千曲

市議会で議決されたとき、本契約として成立する。 

（2）契約保証金 金銭的保証とする。 

（3）前金払い  落札者は、契約金額の 10 分の 4 の範囲内で前払金を請求することができる。前払金の総額

は１億円を限度とするが、市長が特に必要と認めるときはこの限りではない。 

 前払金の請求には「公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法律第 184 号）

第 2 条第 5 項」に規定する保証契約の締結を必要とする。 

（4）中間前払い 行わない。 

（5）完成払い等 建設業務の完了後、建設工事費等の残額を支払う。 

（6）支払いに関する

協議 
その他支払いに関する事項は、発注者と落札者にて確認・協議のうえ決定するものとする。 

６ 最低制限価格の算定方法について 

『最低制限価格の算出方法』（市ホームページ：入札調達情報→建設工事等入札情報→入札制度の要領等）に記

載の「工事（1）」により算出する。 

 ただし、「工事（1）」の「直接工事費」は、本件においては「機器費」と「直接工事費」を足したものとする。 

同じく、「工事（1）」の「現場管理費」は、本件においては「現場管理費」と「機器間接費」を足したものとす

る。 



 

７ その他の事項について 

（1）入札開始時に入札会場にいない者は、入札に参加できない。 

（2）代理人が入札に参加する場合は、必ず委任状を提出すること。 

   ※委任状及び委任状提出時の入札書の作成方法については、入札調達情報→建設工事等入札情報→ 

    様式集（工事・委託）→委任状作成方法  を参照すること。 

（3）最低制限価格未満で失格となった者や、無効の入札をした者は、2回目以降の入札及び見積に参加できない。 

（4）入札参加者が 1者の場合でも入札を行う。 

（5）入札には関係法規ほか、千曲市新事後審査型一般競争入札実施要領、千曲市建設工事等の積算疑義手続に関

する取扱要領、入札心得等により行う。入札参加者は、入札公告、入札心得及び現場等を熟覧し、入札しなけ

ればならない。 

   公告や設計図書を熟覧し、不明な点がある場合には期限内の質問により解決すること。 

（6）契約後に入札参加者の資格要件を満たさない者であること、入札参加資格確認書類に虚偽の記載等があった

こと等、入札条件の違反が判明した場合には、当該契約は解除する。 

 

 


